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はじめに 

 

平成１７年６月、中央教育審議会は、文部科学大臣から「青少年の意欲を高め、心と体

の相伴った成長を促す方策について」の諮問を受けた。 

 

青少年期とは、大人への準備期間として人格の基礎を築き、将来の夢や希望を抱いて自

己の可能性を伸展させる時期である。自己や社会の様々な物事に興味・関心を抱き、知識・

技能の獲得や課題の克服、目標の達成等へ向かって意欲を持つことが、成長のための行動

の原動力となるのであり、青少年期には特に、このような意欲を持って生き生きと充実し

た生活を送ることが重要である。 

また、次代を担う青少年が大人に成長する意欲を持つことは、我が国の未来へ希望を託

すために重要である。このため、社会を構成する我々大人には、青少年に対して特別な配

慮と支援を行い、その健全な成長を期する責務がある。 

 

このような認識の下に、本審議会では、スポーツ・青少年分科会において、青少年の意

欲を高めるために大人の責任としてなすべきことについて審議を重ねてきた。 

審議に当たっては、学校教育における学習意欲向上方策の検討も参考としつつ、青少年

を巡る現状とその背景を検証するため、青少年の生活実態や青少年を取り巻く現状につい

てこれまでの調査結果等を整理するとともに、最近の各学問分野の研究成果を踏まえるた

め、医学、心理学、社会学等の分野の有識者から意見を聴取した上で、青少年の意欲を高

めるために重視すべき視点と方策について、青少年の生活習慣の確立や体力の向上、多様

な体験活動の推進や有害環境対策といった分野を中心に検討を重ねてきた。 

 

この中間まとめでは、第１章において、社会的期待として青少年の自立への意欲を高め

る必要があり、大人の責任としてそのための支援を行うべきであるという本中間報告の基

本的立場を明らかにし、第２章において、青少年の意欲をめぐる現状と課題について、理

念的な類型化とデータ及び研究成果の整理を行い、これを踏まえて第３章において、青少

年の意欲を高め、心と体の相伴った成長を促すために重視すべき視点と具体的方策につい

て、５つの提言を行った。 

 

この中間まとめを機に、青少年が意欲を持って充実した生活を送ることの重要性につい

て、教育関係者のみならず我々大人一人ひとりの認識が深まり、それぞれの立場で何がで

きるかを真剣に考え、行動に移すきっかけとなることを期待している。 

今後、本審議会としては、本中間まとめに対して各方面の御意見を頂きつつ、更に議論

を深め、より充実した答申を取りまとめていきたいと考えている。 
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「青少年」の対象年齢について 

 

 本審議における「青少年」の対象年齢については、「青少年育成施策大綱」（平成 15

年 12 月 9 日 青少年育成推進本部決定 以下、「大綱」という。）が、おおむね 30 歳

未満の者を対象として以下の各年齢期に応じて青少年育成施策を推進していることを

念頭に置いている。 

 乳幼児期：小学校就学前の時期 

      人間への基本的信頼と愛情を育てていく基礎となる、親や特定少数の人

との強い情愛的きずなを形成するとともに、複数の人々とのかかわりを

通じて認知や情緒を発達させ人格を形成していくことが重要。 

 学 童 期：小学生期 

      後の成長の基礎となる体力・運動能力を身に付け、多様な知識・経験を

蓄積し、家族や仲間との相互関係の中で自分の役割や連帯感などの社会

性を獲得していくことが重要。 

 思 春 期：おおむね中学生～高校生に当たる時期 

      自分らしさを確立するために模索し、社会規範や知識・能力を修得しな

がら大人への移行を開始することが重要。 

 青 年 期：おおむね高等学校卒業以後に当たる時期 

      親の保護から抜け出し、社会の一員として自立した生活を営み、さらに、

公共へ参画し、貢献していくことが重要。 
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第１章 今なぜ、青少年の意欲を高め、心と体の相伴った成長を促す必要があるのか 

 

１．意欲を持てない青少年の増加への懸念 

【意欲を持って自立への素養や力量を培う青少年期】 

○ 青少年期とは、好奇心にあふれ、希望に満ち、失敗や挫折を繰り返しつつもそれらに

屈することなく前向きに挑戦し続け、そうした試行錯誤の中で意欲を持って自立した社

会人の基礎となる素養や力量を培う時期である。 

 

○ 現代の青少年の中にも、成績や進路に悩みつつも将来の夢を自分なりに抱き、分から

ないことをもっと知りたいという意欲を持ち、スポーツや芸術など多様な趣味に打ち込

む姿がみられる。また、友達や家族等との人間関係を大切にしつつ、仕事に対して「今

の職場が発展するように進んで与えられた以上の仕事をしたい」と考え意欲的に取り組

む者も少なくない。 

 

【意欲を持てない青少年の増加への懸念】 

○ しかしながら近年、学習意欲や勤労・就労意欲の低い青少年がみられ、このような青

少年が増えつつあるのではないかという懸念がある。また、学習や労働といった具体的

な対象への意欲の減退だけでなく、成長の糧となる様々な試行錯誤に取り組もうとする

意欲そのものが減退しているのではないかとも懸念されている。 

その背景には、青少年の自己肯定感の低さや、「大人になりたくない」という現状への

安住志向、慢性的な疲労感やあきらめ、集中力や耐性の欠如がみられるという指摘もあ

る。 

加えて、青少年自身の意識に、将来に備えるよりも現在の生活を楽しみたいという傾

向や、負担感や不安感、自信のなさから大人になりたいと思わない傾向がみられること

を示す調査もある。 

 文部科学省が平成１７年に全国各地の学校で実施したスクールミーティングにおいて

は、保護者や教職員から、外で遊ばなくなりテレビやゲームの時間が長いこと、睡眠時

間が少ないこと、実体験が少ないことなどの青少年の生活の変化が指摘された。また、

我慢できずにすぐにあきらめる傾向があること、主体性がなく受け身であること、学習

意欲が低下し基本的な生活習慣が身に付いていないこと、基礎学力、コミュニケーショ

ン能力、体力が低下していることなどが、青少年の問題点として挙げられた。 

 

○ 現代の青少年は、上昇への志向を持たなくても生活が可能な豊かな社会に生きている。

意欲が減退していると懸念される青少年の傾向は、こうした現実への適応能力が高いこ

との現れとみることも可能かもしれない。しかし一方でそれは、青少年が大人になるこ
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とへの不安を抱き、変化が激しく不確定な未来から逃避しようとしていることの現れと

も考えられる。 

なお、こうした現状への安住志向といった青少年の傾向は、日本固有の問題ではなく

海外先進諸国においても同様の傾向がみられるとの指摘もある。 
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『生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）平成１５年調査』 
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わが国の高校生は、諸外国と比較して学ぶ意欲や学習習慣に課題がある。 

将来志向の頑張り型  のんびり型  

（財）一ツ橋文芸教育振興会、(財)日本青少年研究所 

『高校生の友人関係と生活意識調査報告書』（平成 18 年） 

ＮＨＫ放送文化研究所 

『中学生・高校生の生活と意識調査』（平成15 年） 

中高生は、諸外国と比較して将来志向の生活意識を持つ者が少なく、 

親世代と比較して将来よりも今の生活を重視する者が多い。 
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中高生の半数以上は早く大人になりたいとは思わず、 

大人になることへの負担感や不安・自信のなさを感じている。 

ＮＨＫ放送文化研究所 

『中学生・高校生の生活と意識調査』（平成15 年） 
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【意欲を持てる青少年と持てない青少年の二分化への懸念】 

○ 青少年の意欲に関しては、意欲を持てる青少年と持てない青少年に二分化しているの

ではないかという指摘もある。具体的には、青少年の間に運動する者としない者の二分

化が近年目立っており、それらが体力の差に影響していることや、学校外で長時間学習

する者と全くしない者に二分化する傾向がみられること、自然体験の多い青少年は生活

体験やお手伝いにも積極的に取り組んでいるが、逆に何事にも意欲を持って取り組むこ

となく漫然と過ごしている青少年もみられることなどが指摘されている。 

 

【すべての青少年が意欲的な生活を送るために】 

○ ここで我々は、例えば意欲の低い青少年が増加していることをとらえて、青少年全体

を一律に問題視することは慎むべきであるが、青少年の意欲は外面に現れにくいために

その実態の把握が難しく、それ故にこれらの懸念が表明されているという事実に着目し、

青少年の実像をとらえるように努めることが重要であると考える。 

  我々は、すべての青少年が意欲的な生活を送ることを願っている。このため、意欲を

持てない状況にある青少年に対して、その原因や背景を正確にとらえた上でその改善方

策を示すとともに、意欲的に生活している青少年の意欲をさらに高める方策を検討すべ

きであると考える。 
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平日における学習時間（小学生）
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平日における家での学習時間（高校生）
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※成績（小・中学生）は、国語・算数（数学）・理科・社会・英語（中学生）の自己評価の合計点によって三区分し、高校については

偏差値によって三区分したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

運動部やスポーツクラブに所属する者としない者では、 

体力・運動能力に差が見られる。 

文部科学省 
『体力・運動能力調査報告書』（平成 12 年） 

（年齢） 
（年齢） 

（点） 
（点） 

成績等が下位になるほど、家庭学習を「ほとんどしない」割合が増え、 

学校段階が上がるにつれ、家庭学習をする者としない者に二分化する傾向がある。 

ベネッセ教育研究開発センター 

『子ども生活実態基本調査報告書』（平成 17 年） 
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２．青少年の自立への意欲に対する社会的期待と大人の責任 

【社会から期待されている青少年の「自立への意欲」】 

○ 我々が何に対して意欲を持つかということについては、本来、個人の生活や人生の各

場面において自由な意志の下に選択するものである。 

しかし、我々は私人であるとともに元来社会的存在でもある。つまり、社会を構成す

る一員として必ず何らかの役割を担い、その責任を果たすことにより社会の中での立ち

位置を得られるという存在である。 

 社会の存立や発展も、青少年が社会的存在として社会への参画を果たすことにより、

初めて可能となる。このため、少なくとも青少年には、社会で一定の役割を担おうとい

う意欲を持ち、社会的存在へと成長することが、社会から期待されているといえる。 

 

○ ここで我々は、青少年が社会から期待されている意欲を「自立への意欲」と称したい。 

 「自立への意欲」とは、就職するために準備したり進学するために学習したりといっ

た具体的事象に対して発揮されるものだけでなく、そのような準備や学習に到る前の段

階において、例えば何事にも興味や関心を抱き探求しようとする心持ちや、興味や関心

を持った物事に具体的に取り組んでみようとする気構えなども含まれる。 

 

【青少年の自立への意欲に対する大人の責任】 

○ 青少年の自立への意欲が社会的に期待される方向に向かわなかったり、あるいは現状

に安住して漫然と何も行動せず、自立に向かって成長しようとするのを避けたりする状

態は、「現代の世界的潮流」や「個人の選択の自由の問題」であることを理由として放置

されてよいものとは思えない。 

 青少年の成長に当たっては、家庭環境、学校や地域の状況、雇用環境、社会の風潮な

ど、社会を構成する大人側の論理、価値観や行動の在り様等が深く関わっている。この

ことを踏まえると、我々大人には、自立への意欲に課題がある青少年に対して、成長す

る過程で何らかの困難に直面しているととらえ、手を差し伸べるべき責務があると考え

る。 

 

○ 次代の担い手である青少年が、社会で一定の役割を担えるよう成長することは、急速

に少子高齢化が進み、諸外国に先んじて「大人より子どもが少ない社会」となる我が国

社会の活性化と持続的発展のために必要不可欠である。このため、青少年が自立への意

欲を持てるようその成長を促すことは社会全体の重要な課題であるととらえ、「社会の

子」としてすべての青少年の成長を社会全体で支えていくべきである。 

 

○ その際、我々大人は、青少年の「自立への意欲」を高めるためにこれまで何をしてき
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たのか、あるいはしてこなかったのか、それぞれの立場でいま一度自省する必要がある。 

すなわち、青少年への「自立への意欲」という社会的期待に対して、家庭でそれに応

えるような子育てを行ってきたのか、学校で児童生徒に自立を目指す教育を行ってきた

のか、地域社会は青少年の成長を促し支えるような教育機能を果たしてきたのか、そし

てなによりも、青少年の自立をめぐる課題の責任を他者に責任転嫁していないか、厳し

く問い直し、今後具体的に何をすべきか検討し、行動すべきである。 

 

○ そして、これまで青少年に対して「自立への意欲」を持ってほしいというメッセージ

を真剣に発してきたのか、青少年が生き生きと多様な活動をする中で成長するよう支援

してきたのか、社会で一定の役割を果たしている姿を青少年に示してきたのか、自立し

た大人の見本として青少年に対峙していくため、我々大人一人ひとりが自らの在り方を

問い直すべきである。 

 

３．青少年の成長過程全体にわたって心と体の相伴った成長を促す意義 

【身体、心情と知性の相互作用】 

○ 青少年期には、身体機能とともに情緒面や知的能力がそれぞれ発達し統合されていく。

この時期には、自分の身体を動かし五感を駆使していく中で様々な発見や学習をしたり、

達成感や満足感を得たり喜びや悔しさを感じたりするとともに、こうした経験が新たな

興味・関心を呼び起こすなど、身体、心情と知性が相互作用を起こしながら発達してい

く。 

 このため、青少年が活力を蓄え、意欲を発揮し自立に向けて成長していくためには、

心と体の相伴った成長を促すことが極めて重要である。 

 

【成長過程全体にわたって調和のとれた成長】 

○ その際、思春期には心と体のそれまでのバランスが崩れ、様々な体験や学習を通じて

青年期以降に向けた新たなバランスが構築されるなど、身体、心情及び知性の発達には

発達段階に応じた特徴があることに留意する必要がある。また、青少年期には誰しも、

その時々に直面する状況により、一時的に心身のバランスを崩したり、意欲を失ったり

することがあるという前提に立つことが大切である。さらに、思春期や青年期に自立へ

の意欲を持てなかったり、成長に当たって困難を抱えていたりする青少年には、乳幼児

期を含めたそれまでの育ちの過程での課題を解決できないまま抱え続けている者が少な

くないことにも留意すべきである。 

このため、青少年の自立への意欲を高めるためには、社会参画期や心身のバランスを

崩した時期などの特定の時点だけでなく、青少年の成長過程全体にわたって心と体の調

和のとれた成長を促すことが重要である。 



 10 

 

【様々な体験活動の意義のとらえ直し】 

○ また、青少年の自立への意欲を高めるに当たって、例えば運動能力の向上という視点

でとらえられることの多かったスポーツや、豊かな心の育成という視点でとらえられる

ことの多かった自然体験等の様々な体験活動について、青少年の心と体の相伴った成長

という観点から、それらの意義を改めてとらえ直すことも必要である。 

 

○ 特に、知育優先の考え方に基づき、青少年期における遊びや様々な体験の意義を軽視

し、それらの機会を幼児期等から減らしてひたすら知識を詰め込む学習を強いるといっ

た行為は、青少年の心と体の相伴った成長を妨げるものであり避けるべきである。我々

大人は、知育に偏った早期教育を強いていないか、また、そのような風潮を助長してい

ないか、自らの在り方を問い直すべきである。 
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第２章 青少年の意欲をめぐる現状と課題 

 

１．青少年の意欲と行動の様相 

【青少年の意欲の様相の理念的な分類】 

○ 大人側から「意欲に欠ける」とみられる青少年についても、その具体の様相は個々の

青少年により様々である。 

 ここで、青少年の意欲を取り巻く現状と課題を検討するため、「意欲」という心の在り

様と「行動」という心の在り様を外面に表したものとの関係に着目して「意欲に欠ける」

とみられる青少年の様相を理念的にとらえ、そのうち主なものとして以下の３分類７類

型に整理した。 

 

（１）基礎的な体力の低下や不足 

ア． 基礎的な体力が十分に培われていないため、意欲を持てなかったり思考や行動に集

中できなかったりして、持続力もない状態 

（２）青少年の価値観等と社会的期待との相違 

イ． 将来に向けて学習したり努力したりすることに希望や価値を見出せないため、学習や

努力に対する意欲を持てない状態 

ウ． 意欲や行動が社会的に認められた方向に向かっていないため、その意欲や行動が

評価されない状態 

エ． 意欲の対象が自己完結しているなど、他者との関わりや社会との関わりの中で達し

ようとする目標を持てないため、その意欲や行動が評価されない状態 

（３）意欲から行動に移る段階でのつまずき 

オ． 意欲を持っているが、行動することへの負担感が大きいなどの理由により、意欲を実

現するための行動に移せず、行動する前にあきらめている状態 

カ． 意欲を持っており行動しようとする、あるいは既に行動し始めているが、適切な手段・

方法が分からずに迷っている状態 

キ． 意欲を持っており既に行動したが、失敗したこと等による徒労感、絶望感から抜け出

せず、改めて挑戦する意欲を持って行動できない状態 

 

【状態の的確な把握と各状態に対応した手当て】 

○ 意欲に欠けるとみられる状態から意欲的な状態へと向かうためには、それぞれの状態

に対応した手当てが必要である。そのためには、上記の理念的な分類も参考にしつつ、

まず個々の青少年の心と行動の在り様が具体的にどうなっており、そのどこに困難を抱

いているのかを的確に把握することが必要である。 
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【自己を客観視できる力の育成】 

○ しかし、意欲に欠けるとみられる青少年が例えばこれらの類型のうちいずれに該当す

るかについては、外見から判断することは簡単ではない。これは、意欲という心の在り

様は外見に表れず、当該青少年自身にとっても、自己を客観的に見つめる過程を経なけ

れば自分がどのような状態にあるのかを正確に認識できないからである。 

このため、各々の状態に合った適切な手当てがなされるためには、青少年自身が自己

を客観的に見つめる力を培い、自己の抱えている課題を探し当てて適切な解決策を選択

できるように支援するとともに、それを周りの大人へ伝えることのできるコミュニケー

ション能力を育むことが大切である。 

 

（１） 基礎的な体力の低下や不足 

○ 大人であっても睡眠不足で朝食を抜いた日には、だるさを感じ仕事等に力が入らな

いものである。これは、生活習慣が乱れることによって体調に悪い影響を与え、結果

として健康的に生活するために必要な基礎的な体力が一時的に低下し、日常活動への

エネルギーが十分に発揮できないからであると考えられている。 

また、極端な運動不足になると何事にも意欲がわかなかったり、物事を前向きにと

らえることができなくなったりすることがある。これは、基礎的な体力の低下が情緒

面へも影響するために、体を動かすことのみならず何かに取り組むこと自体に負担感

を感じるからであると考えられる。 

 

○ 青少年期は身体機能とともに情緒面や知的能力の発達も著しい時期で、これらが相

互作用を起こしバランスを形成しながら発達していく。このため、この時期に体を動

かすこともなく乱れた生活習慣の下で生活すると、運動能力の発達が十分に促されな

いばかりか、ア.で示したように日常生活において様々な物事から学ぶという行動に対

して意欲を持てなくなり、物事に興味や関心を持つこと自体も避けてしまいかねない。 

物事に集中し継続して取り組むことは、基本的生活習慣を身に付け、基礎的な体力

に裏打ちされてこそ初めて可能となる。したがって、物事に取り組む意欲は基礎的な

体力を培うことによりはじめて育まれるものであるといえる。 

 

【正しい生活習慣、運動習慣の下での充足感のある生活】 

○ このように、運動能力の発達だけでなく心や知性の発達のためにも、行動の源であ

る意欲の基盤をなすものとして、基礎的な体力を培うことが極めて重要である。その

ためには、子どもが幼児期から規則正しい生活習慣を身に付け、体を動かす遊びやス

ポーツを生活に積極的に取り入れ体を十分に動かすよう、保護者をはじめとした周囲

の大人が働きかけることが必要である。 
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○ そして、基礎的な体力が培われていないために意欲を発揮できない状況にある青少

年に対しては、正しい生活習慣に則った生活を送らせ、雑事も含めた生活上の物事の

ひとつひとつに丁寧に当たらせるとともに、日常生活に体を動かす機会を積極的に取

り入れさせることを通じて、生きている実感や日常生活における充足感を得られるよ

うに導くことが必要である。 

 

（２） 青少年の価値観等と社会的期待の相違 

○ 意欲を持って具体の行動に移るに当たっては、必ず疲れや苦労、困難といった身体

面、情緒面及び知性面に関わる何らかの負担を伴うものである。この負担を受け止め

て乗り越えようという意志や乗り越えられるという自信を持てないときには、意欲を

行動に移すことを躊躇してしまう。 

 

○ かつてのいわゆる「右肩上がり」の時代には、青少年は学校で勉強する理由を進学

や就職に求め、立身出世のために勉強するといった上昇への志向を持つことができた。

しかし、経済や社会の変化が激しく未来が不確定な現代においては、青少年がこのよ

うな上昇への志向を持ちにくく、常に「何のために学ぶのか」「学ぶことは自分の人生

にどういう意味があるのか」という問いに直面し、イ.で示したように学ぶことや学ぶ

に当たっての困難を努力して乗り越えることに価値を見いだしづらい状況にあるとい

える。 

学校においては、児童生徒の興味関心を尊重し、児童生徒自身が主体的に参加し、

協力して学習活動を行う参加型学習を進めること等により、児童生徒の学習への動機

付けを高めようと努めているが、このような社会状況の中で、児童生徒が学習過程で

困難に直面した場合際に、学ぶことや努力することから逃避してしまうことも考えら

れる。 

 

【納得のいく豊かな人生のための努力と向上心】 

○ このような状況の青少年に対しては、例えば、大人であっても日々迷いながら学び、

努力して人生を切り拓いているのだということを、青少年に身近な大人が話して聞か

せたり、学ぶことにより喜びや達成感、充実感や成長実感の得られる体験をさせたり

することを通じて、自分にとって納得のいく豊かな人生を歩むため、誰もが困難に直

面しながらも努力し、学習してこれを乗り越え、自分を高めているということに気づ

かせることが大切である。 

 

【実社会との関わりを通じた価値観や判断基準の体得】 
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○ また、ウ.やエ.で示したように、青少年の意欲の対象が社会の期待と一致しない場

合は、青少年本人は意欲的であるものの、社会からは「意欲的である」と評価されな

いこととなり、その行動も同様に社会的評価を受けないこととなる。 

このような場合には、青少年は意欲の対象や行動を否定されたと感じるだけでなく

自分の存在自体が社会に受け入れられないと感じ、社会に対して反発したり、社会と

のつながりを避けたりすることにつながりかねない。 

 

○ このような状況の青少年に対しては、例えば地域の大人や実社会と関わる活動を通

じて、どのような対象への意欲が社会から期待され、またどのような対象への意欲で

あれば社会に許容されるのかについて、体得させること、つまり体験を通して理解し、

それを自らのものとして定着させることが必要である。その際、家族や友達、地域の

大人達等とのコミュニケーション等を通じて、社会的期待や社会の許容範囲を自らの

価値観や判断基準へと定着させる営みを促すことが大切である。 

 

（３） 行動の段階でのつまずき 

○ オ.からキ.で示したように、意欲を行動に移す段階でなんらかのつまずきが生じて

いる場合には、行動という外面に表出している部分から意欲という青少年の心の様子

をうかがい知ることができないため、社会から「意欲的でない」とみなされてしまう

ことがある。また、目指す成果が得られるような行動をとれないために喜びや達成感、

充実感や成長実感が得られず、さらなる意欲を持ちにくくなるとともに、行動の源と

しての意欲を持つこと自体や、意欲の対象を否定してしまうこともあるかもしれない。 

 

【目的達成に必要な手段・方法の体験を通じた学習】 

○ このような状況の青少年に対しては、体験を通じて手段・方法を具体的に学ばせる

ことにより、目標を達成できるよう導くことが必要である。 

 

○ オ.で示したように行動への負担感が大きい場合は、そもそも行動した経験が少なく

目標達成のための手段をあまり持っていないことが予想されるため、達成しやすく成

功実感の得られやすい、比較的困難度の低い目標を設定し、その達成方策を具体的に

教えながら達成させ、成功実感を得させた上でより困難度の高い目標を達成できるよ

う支援することが大切である。 

 

○ また、カ.で示したように適切な手段・方法が分からずに迷っている場合は、まず、

青少年自身に能力があり意欲の対象も社会的に認められるものであることや、努力し

ていることを社会が評価していることを、青少年自身に認識させることが必要である。
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その上で、適切な手段・方法を具体的に教えながら達成に導くとともに、目標達成に

必要な手段・方法を自分で選択できる、あるいは生み出せる力を育成することが大切

である。 

 

○ キ.で示したように失敗してしまったことにより達成に向けての努力に徒労感を感

じ、また新たな意欲を持って行動することに消極的・否定的になっている場合は、そ

れまでに採った手段・方法のどこが適切でなかったのかを客観的に分析させることを

通じて、自己の能力や意欲を否定することなく、これまでとってきた手段・方法の変

更や新たな手段・方法の体得、そして更なる意欲への喚起に導いていくことが大切で

ある。 

 

【身近なモデルの存在】 

○ これらいずれの場合にも、例えば先輩の成功体験・失敗体験を聞くことや、同年代

の友達がとっている手段・方法を見ることを通じて、青少年が具体的な手段・方法を

「教えられる」のではなく自ら「学ぶ」ことができるとともに、「自分にもできそうだ」

という感覚や「自分だけではなく皆同じ状況なのだ」という感覚を持って物事に取り

組めるようになることが期待できる。 

このように、モデルとなる先輩や仲間が身近に存在することが、青少年の行動の変

容を促す意欲を高めると考えられる。 
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２．データが示す青少年の生活実態等の現状と課題 

 

○ 青少年の意欲が欠けるとみられる状態について、１．において理念的に整理しその対

応方策について考察した。 

次に、実際の青少年の意欲をめぐる状況について、各種調査や、研究成果及び有識者

からの意見等からこれまでに得られている知見を整理した結果、青少年の生活実態等に

かかる現状について、以下のような課題がみられた。 

 

（１） 生活の夜型化、朝食欠食などの基本的生活習慣の乱れ 

[調査結果] 

○ 幼児については、以前より改善される傾向もうかがえるが、それでも約３割が２２

時台以降に就寝している(図１)。また、中学２年生の約５割が２４時以降に就寝して

いるなど、青少年の生活は幼児期から夜型となっている(図２)。また、小学生の約１

０人に１人、中学生の約６人に１人、高校生の約５人に１人が朝食を欠食することが

あると答えている調査もある(図３)。 

 

[これまでに得られた知見] 

○ 十分な睡眠や食事、規則正しい生活リズムといった基本的生活習慣が身に付いてい

ないと、「体がだるい」といった不定愁訴を感じ、集中力が低下する傾向がみられる(図

４)。これは、生活習慣の乱れによって、睡眠・覚醒リズムや体温リズムなど一日周期

で変動する生体リズムが崩れることにより生理的に「時差ぼけ」のような状態になる

ためである。 

この規則正しい生活習慣は自然と身に付くものではないため、親子関係が密接な幼

児期に家庭において子どもに規則正しい起床・睡眠リズムや正しい食習慣を身に付け

させるとともに、学童期以降に生活習慣の大切さを理解させることなどを通じて、自

分の力で正しい生活習慣を維持できるように導いていくことが重要であるという指摘

もある。 
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　２２時以降に就寝する乳児の割合
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２４時以降に就寝する中学２年生の割合
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朝食を欠食することがある割合
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ベネッセ教育開発研究センター 

『幼児の生活アンケート（平成１７年）』 

※ 平成７年、平成１２年については日本体育・学校健康センター『平成１２年度児童生徒の食生活等実態調査』、 

平成１７年については文部科学省『義務教育に関する意識調査』（平成１７年） 

 (財)日本学校保健会 

『平成 16 年度児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書』 

図１ 

図２ 

図３ 

青少年の生活は幼児期から夜型となっている。 

小学生の約10人に一人、中学生の約6 人に一人、 

高校生の約5人に一人が朝食を欠食することがある。 
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　「朝食欠食」と「体のだるさ」の関係（小学生）
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　　「朝食欠食」と「体のだるさ」の関係（中学生）
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日本体育・学校健康センター 

『平成１２年度児童生徒の食生活等実態調査』 

図４－１ 

図４－２ 

朝食を欠食する日の多い小中学生ほど、体のだるさを感じている。 
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（２）希薄な対人関係 

① 子どもへの保護者の関与の度合いの低さ 

[調査結果] 

○ 家庭での親子の関わりについてみると、日本の保護者は子どもに生活規律・社会の

ルールを身に付けるようにしつけることや、ほめる・叱るなどの子どもとコミュニケ

ーションをとることの度合いが、他国と比較して低い(図５)。 

一方で、育児不安を感じたり、子どものことでどうしたらよいか分からないと感じ

る親が、以前と比較して増加している(図６)。また、子どものことに関して家族が協

力してくれないことについて、保護者の約２割が相談できる相手がいないと回答して

いる(図７)。 

家庭教育についての考え方については、保護者に子どもの自主性を尊重する傾向が

強まっており、親子間の考え方等に衝突の少ない、いわゆる「仲良し家族」が増えて

いる(図８)。一方で、３～６割の保護者が、基本的な食事マナーや社会のルール等の

指導を学校で行ってほしい、あるいは行うべきだと考えている(図９,10)。 

 

[これまでに得られた知見] 

○ 子どもの情動（感情のうち，喜怒哀楽のように表情・動作に表れやすいもの）の発

達の基盤として、乳幼児期において親子間の愛着形成が重要な役割を果たすことや、

良好な家庭環境を築き保護者が子どもに肯定的に接することが、子どもの意欲を高め

ることが明らかとなっている。 

具体的には、保護者が「悪いことをしたときに叱ってくれる」「いいことをしたとき

にほめてくれる」「困ったときに相談にのってくれる」と感じている小学生は、よく遊

ぶ友達や悩み事を相談できる友達が多く、学習面においても「分からないことを調べ

る」「じっくり考える」ことなどが得意だという研究結果がある。また、父親と子ども

の間の良好な親子関係がある場合に、子どもの自立性がより一層育まれると推察して

いる調査結果もある。 
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図５ お父さんやお母さんから言われること（国際比較） 
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子どもの体験活動研究会 
『子どもの体験活動等に関する国際比較調査』 

日本の青少年は、生活規律や社会のルールについて 

保護者から直接しつけられることが少ない。 

※小学 5年生、中学２年生 

言われない 
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ベネッセ教育研究開発センター 

『幼児の生活アンケート』（平成１７年） 

厚生労働省 

『平成１６年度全国家庭児童調査結果の概要』 

図６ 

図７ 

（％） 

約 6割の母親が育児不安を感じ、 

家族が協力しないと感じる保護者の約2割には相談相手がいない。 
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日本体育・学校健康センター 
『平成１２年度児童生徒の食生活等実態調査』 

図８ 

図９ 

（％） 

ＮＨＫ放送文化研究所 
『中学生・高校生の生活と意識調査』（平成 15 年） 

図１０ 

できるだけ子どもの自由を尊重する親でありたいと考える保護者が増えている。 

3 割の保護者が基本的な食事やマナーの指導を、 

6 割の保護者が社会のルールやマナーの指導を学校に期待している。 

 

ＮＨＫ放送文化研究所 

『中学生・高校生の生活と意識調査』（平成 15 年） 
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② 地域の大人の青少年への関わりの少なさ 

[調査結果] 

○ 調査結果によると、地域の教育力が低下したと感じている大人が多く(図11)、また、

地域の大人から叱られたり助けられたりしたという実感を持つ青少年が少なくなって

いる(図 12)。 

 

[これまでに得られた知見] 

○ 近所の人にほめられたり叱られたりした経験がある小・中学生は、生活体験・お手

伝い・自然体験等の多様な経験のある者が多く、また、生活習慣や道徳観・正義感が

身に付いている者の割合が高いという調査結果がある(図 13)。また、地域の大人の働

きかけ等が、地域の青少年の非行を抑止すると推察している研究結果もある。このよ

うに、地域の大人が青少年へ関わることには、重要な教育的意義を持つことが明らか

となっている。 
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日本総合研究所 

『地域の教育力に関する実態調査』（平成１８年） 

保護者自身の子ども時代と比較した「地域の教育力」 図１１ 

図１２ 

日本総合研究所 

『地域の教育力に関する実態調査』（平成１８年） 

５割以上の大人が自らの子ども時代に比較して 

地域の教育力が低下したと感じている。 

近所の大人からしかられたり助けられたりした経験のある青少年が少ない。 
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国立オリンピック記念青少年総合センター 

『青少年の自然体験活動に関する実態調査』（平成１７年） 

図１３  ほめられたりしかられたりした経験と体験活動の関係 

大人からほめられたり叱られたりした経験の多い小中学生には、 

生活習慣や道徳観・正義感が身についている者が多い。 

 

 生活習慣  ある ない 
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③ 仲間と交流する体験の少なさ 

[調査結果] 

○ １２～１７歳の青少年の自由時間の過ごし方をみると、「テレビ」「漫画」「ＣＤ等で

音楽鑑賞」「テレビゲーム」など、一人遊びが大半を占めている(図 14)。また、小・

中学生のテレビ視聴時間は他国と比較して長くなっている(図 15)。さらに、学校から

帰宅後に友達とほとんど遊ばない小・中学生が約３割という調査結果がある(図 16)ほ

か、小学生の青少年団体への加入が以前と比較して減少しており(図 17)、青少年同士

が関わる活動をする小・中学生の割合が減少していることを示す調査もある(図 18)。 

このように、青少年が学校外で仲間と過ごす体験が少なく、その時間も短い中で、

祖父母と一緒に住む家庭数の減少や兄弟姉妹数の減少といった家庭環境の変化もみら

れる(図 19,20)。 

 

[これまでに得られた知見] 

○ 青少年が仲間とともに課題を達成していく体験を通じて、積極性や主体性を発揮で

きるようになることが明らかとなっている。また、仲間とのコミュニケーション体験、

特に異年齢集団において年上の者が年下の者に頼られたり、年下の者が年上の者に助

けられたり守られたりする体験を通じて、青少年が自己を相対化し客観的に見つめる

力を培うとともに、自分の存在意義を実感し、集団活動への意欲をさらに高めること

も明らかとなっている。 
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図１５ テレビやビデオの視聴時間（国際比較） 
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『子どもの体験活動等に関する国際比較調査』 

[小学５年生] [中学２年生] 

内閣府 

『情報化社会と青少年』（平成 14 年） 

図１４ 
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川村学園女子大学 

『平成１６年度子どもたちの体験活動等に関する調査研究のまとめ』 

図１６ 

図１７ 

（％） 

図１８－１ 

図１８－２ 図１８－３ 

※３学年計＝小４、小６、中２生の合計 

小５～中２の平均3割が学校から帰宅後、ほとんど遊んでいない。 

青少年同士が関わる活動をする小・中学生の割合が減少している。 
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図１７～２０まで いずれも国立オリンピック記念青少年総合センター 

『平成１７年度青少年の自然体験活動等に関する実態調査』 

図１９ 

図２０ 

※３学年計＝小４、小６、中２生の合計 

祖父母と同居する青少年や兄弟姉妹の多い青少年が減少している。 
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（３）直接体験の少なさ 

① スポーツ等の体を動かす体験の少なさ 

[調査結果] 

○ 現在の青少年はスポーツや外遊び等の体を動かす経験が少なく(図 21)、自由時間の

大半は自分の家や友達の家で室内遊びをしたり、一人で過ごしたりしている(図 22)。

また、「体力・運動能力調査」等の年次推移をみると、現代の青少年の運動能力は以前

の同年代と比較して低くなっている(図 23)。 

 

[これまでに得られた知見] 

○ 乳幼児期において頭も体も動かすこと、特に五感を存分に使うことが、身体機能の

発達に対してだけでなく脳の成長にとっても必要であることが明らかとなっており、

成長期に十分に体を動かさないことは、運動能力だけでなく心身の発達全体に影響が

及ぶと考えられている。 

このため、スポーツや外遊び等の体を動かす活動を意識的に青少年の生活に取り込

むよう、特に乳幼児期や学童期には保護者をはじめとした周囲の大人が配慮すること

が必要であると指摘されている。 
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川村学園女子大学 

『平成１６年度子どもたちの体験活動等に関する調査研究のまとめ』 

図２２ 

（％） 

図２１－１ 

図２１－２ 

（財）日本学校保健会 

『児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書』（平成１２年度、１４年度、１６年度） 

（時間） 

（時間） 

青少年の運動時間は減少しており、帰宅後に戸外で遊ぶ青少年は少ない。 

戸  外 

文教施設 
商業施設 

※小５、小６、中 1、中２生 
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図２３ 昭和６０年と平成１５年の体力・運動能力の比較(上段：昭和６０年、下段：平成１５年) 
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文部科学省 

『平成 15 年度体力・運動能力調査』 

◆ 走る力（５０ｍ走、持久走） 

◆跳ぶ力 ◆投げる力 

◆握力 

（秒） （秒） 

（cm） （m） 

（kg） 

小中学生の運動能力は、２０年前の同年代に比較して低下している。 

※男子 17 歳、女子 16 歳 

※男子 9 歳、女子8 歳 ※男子 10 歳、女子 11 歳 

※男子 6 歳、女子6 歳 ※男子 12 歳、女子 12 歳 
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② 自然体験の少なさ 

[調査結果] 

○ 「太陽の昇るところや沈むところを見る」「チョウやトンボ、バッタなどの昆虫をつ

かまえる」といった身近な自然体験をほとんど経験したことがない青少年が以前と比

較して増えている。また、「キャンプ」や「川や海で泳ぐ」ことなども含め、全体とし

て自然の中で活動する青少年が減っている(図 24)。 

青少年が行う自然体験の中でも、家族や友達と行う自然体験が、学校や青少年教育

施設、青少年団体を通じて行う自然体験と比較して著しく減少している(図 25)。 

 

[これまでに得られた知見] 

○ 自然体験の多い青少年の中には、道徳観・正義感があり学習意欲・課題解決意欲の

高い青少年の多いこと(図 26,27)や、集団による長期キャンプは、積極性や協調性を

高め判断能力を育てるといった社会性の育成に効果の高いことが明らかとなっている。

これは、自然という人間が完全にはコントロールできない環境のもとで、仲間と一緒

に様々な課題や困難に立ち向かう中で、仲間や指導者に支えられながらこれらの力が

育成されていくためと考えられている。 

 青少年の自然体験の少なさは、青少年がこうした教育効果の高い活動に参加する機

会を失っている可能性を示す指標の一つであると考えることができる。 
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図２４ 自然体験を経験した割合 
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国立オリンピック記念青少年総合センター 

『平成１７年度青少年の自然体験活動等に関する実態調査』 

身近な自然体験も含め、自然の中で活動する青少年が減少している。 
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夏休みにおける自然体験活動への参加割合
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図２７ 自然に触れる体験をしたとき勉強に対してやる気になるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 

『青少年の自然体験活動等に関する実態調査報告書』（平成１８年） 

図２５ 

（％） 

文部科学省 

『平成 14 年学習意欲に関する調査研究』 
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（４） 情報メディアの急速な普及に伴う問題 

[調査結果] 

○ インターネットや携帯電話等の情報メディアは青少年にも急速に普及しており、イ

ンターネット利用率は小学生で６割、中学生以上で９割を超え(図 28)、携帯電話の所

有率は高校生で９割を超えている(図 29)。 

また、コミュニケーション手法のうち、会話や説明よりもインターネットでの情報

収集やパソコン等での文書作成を得意とする青少年の増加や(図 30)、小・中学生の友

達への相談手段として「メールの活用」の増加を示す調査もある(図 31)。 

一方、インターネット等を利用した犯罪の被害に遭うなど、情報メディアを介して

トラブルに巻き込まれる青少年が近年増加しているが(図 32,33)、青少年の情報メデ

ィアの利用について保護者の実態把握や監督等が十分とはいえない(図 34)。 

 

[これまでに得られた知見] 

○ 情報メディアの青少年への影響については、科学的に明らかとなっている知見はま

だ少なく、今後より一層の研究の進展が強く期待される分野である。 

しかしながら、メディア上の暴力表現が青少年への暴力傾向を促すことや、インタ

ーネットへの過度ののめり込みと社会的不適応の間に相関性があることなど、青少年

への悪影響がある程度明らかになっている事項もある。 

また、情報メディアを利用したバーチャルコミュニケーションの急速な普及が、青

少年の脳の発達に重大な影響を及ぼす危険性があるとの指摘もある。これに関連する

知見としては、顔の特徴を持つ刺激にのみ反応する「顔ニューロン」と呼ばれる神経

細胞がサルや人間の脳に存在することが明らかとなっており、人間関係能力形成の基

本的方法として、直接顔と顔を突き合わせる対面コミュニケーションが脳に組み込ま

れているのではないかと考えられている。 

一方で、良質のテレビ番組が青少年の社会性を高めるなど、情報メディアには青少

年に有益な影響があることも分かっている。また、青少年が情報メディアに接触して

いるときの保護者の関わり方が、メディアの青少年への影響を左右するという研究結

果もある。 
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ベネッセ教育研究開発センター 
『第１回子ども生活実態基本調査』（平成１７年） 

内閣府政策統括官 
『青少年の社会的自立に関する調査報告書』（平成１７年） 

総務省 
『通信利用動向調査報告書』（平成１８年） 

図２８ 図２９ 

図３０ 

川村学園女子大学 
『子どもたちの体験活動等に関する調査研究のまとめ』（平成１６年） 

図３１ 

インターネットや携帯電話の利用が青少年に急速に普及している。 

コミュニケーションに情報メディアを活用する青少年が増加している。 
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警察庁 

『平成１７年中のサイバー犯罪の検挙及び相談受理状況等について』（平成１８年） 

図３２ 

独立行政法人 国民生活センターより 

（平成１８年７月２５日現在） 

図３３ 
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警察庁 

『少年のインターネット利用に関する調査研究報告書』（平成１８年） 

図３４－３ 

（％） 

図３４－１ 図３４－２ 

（社）日本ＰＴＡ全国協議会 

『平成１７度マスメディアに関するアンケート調査 子どもとメディアに関する意識調査』 

（％） （％） 

青少年の情報メディア利用について、保護者の実態把握が十分とはいえない。 
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第３章 青少年の意欲を高め、心と体の相伴った成長を促すために 

～重視すべき視点と方策～ 

 

すべての青少年が意欲を高め心と体の相伴った成長を果たすため、我々は、それぞれ重

視すべき視点と方策を示して次の５つの提言を行い、教育関係者だけではなく、家庭・学

校・地域そして企業等のすべての大人がこれらを自らの課題として受け止め、積極的に行

動することを期待する。 

 

提言 

１．家庭で青少年の自立への意欲の基盤を培おう 

２．すべての青少年の生活に体験活動を根づかせ、体験を通じた試行錯誤や切磋琢磨

を見守り支えよう 

３．青少年が社会との関係の中で自己実現を図れるよう、地域の大人が導こう 

４．青少年一人ひとりに寄り添い、その成長を支援しよう 

５．情報メディアの急速な普及に伴う課題に大人の責任として対応しよう 

 

１．家庭で青少年の自立への意欲の基盤を培おう 

 

 

 視点 ○家庭の役割を強く自覚し、家族全員で子どもに積極的に関わる 

     ○学校や企業、地域社会が家庭での自立への基盤づくりを支援する 

 

 方策 ◎求められる基本的生活習慣や基礎的な体力の重要性について、実践的な調査

研究を通じて啓発する 

     ◎家庭での基盤づくりを進める国民運動を展開し、地域での取り組みを支援する 

 

重視すべき視点 

【家庭の役割を強く自覚し、家族全員で子どもに積極的に関わる】 

○ 基本的生活習慣や基礎的な体力の向上とともに、親子間の愛着形成と受容関係の構

築は、青少年の自立への意欲の基盤として欠かせないものであることが明らかとなっ

ている。 

こうした自立への意欲の基盤は、親子関係が密接な乳幼児期から学童期にかけて、

生活を通じて青少年に培われることが必要であり、家庭で築かれるべきものである。 
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このため、まず保護者には、家庭教育にこそ青少年の意欲の基盤を築く重要な役割

があり、意欲の基盤をしっかりと築くことがその後の成長過程における意欲の減退を

防ぐために必要であるという自覚を持ってほしい。そして、家庭教育を家族の誰かに

任せきりにするのではなく、家族全員が子どもに積極的に関わるという姿勢で臨んで

ほしい。 

 

○ 青少年は、こうした自立への意欲の基盤に裏打ちされ、保護者の愛情や励ましに支

えられることによって、自立に向けて意欲を持ち行動に踏み出すことができるのであ

る。 

このため、保護者には、子どもとの衝突をおそれることなく、かつ愛情や励ましの

意図が伝わるような肯定的な接し方を基本としながら、積極的に子どもと関わってほ

しい。 

 

【学校や企業、地域社会が家庭での自立への基盤づくりを支援する】 

○ データも示すとおり、育児不安を感じたり子どものことが分からないと感じたりす

る保護者が増加している。これは、家庭教育の重要性が指摘される一方で、保護者が

しつけや家庭内の問題について助言や援助を求めたくとも受け止めてくれる相手がい

なかったり、職業生活と家庭生活の両立に困難をきたしていたりするため、その教育

機能を十分に発揮できていないことの現れともいえる。 

 

○ すべての児童生徒を対象に発達段階に応じて組織的・計画的な教育を実施している

学校教育については、青少年の自立への意欲を高めるに当たって、その果たす役割が

極めて大きいことはいうまでもない。また、青少年の自立への意欲の基盤が家庭にお

いてしっかりと築かれることは、学校教育を通じた青少年の育成を実効あるものとす

るためにも大変重要である。 

このため、家庭と学校が連携を図り、ともに青少年の自立への意欲を高めるよう努

めることが重要であると考える。 

 

○ また、家庭において保護者が青少年の自立への意欲の基盤の育成に十分な役割を果

たすためには、大人の生活や価値観を見直す必要があると考える。 

まず、家族全員が積極的に子育てに携わることの重要性を、保護者本人だけでなく

国民一人ひとりが認識してほしい。その上で、家族全員が子育てに携われるように、

例えば、企業が雇用者の家庭生活と職業生活の両立を図れるよう、また、父母ともに

子育てと職業生活とを両立できるよう育児支援制度を充実するとともに、行政が企業

の取組を支援すること等が考えられる。 
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また、企業自体が社会貢献・地域貢献として青少年の健全育成に携わることや、子

育て経験の豊富な高齢者等が、地域の子育て世代の相談を受けたり子育て支援を行っ

たりすることも、家庭での自立の基盤づくりを地域社会全体で支える方策として奨励

されるべきである。 

 

方策 

◎ 求められる基本的生活習慣や基礎的な体力の重要性について、実践的な調査研究等を

通じて啓発する 

 これまで文部科学省では、家庭でのしつけのあり方や心の成長に関して配慮すべき

事項を記載した『家庭教育手帳』の作成・配布や、家庭教育に関する様々な学習機会

の提供を通じて、保護者等に家庭教育の重要性を啓発している。 

 また、平成１５年７月に成立した「次世代育成支援対策推進法」に則り、国、自治

体及び事業主が次世代育成支援のための行動計画を策定し、子育て家庭への支援を中

心とした様々な対策が官民挙げて講じられているところである。 

 

今後は、国において、保護者等が自信を持って子どもの生活習慣の確立や体力づく

りに取り組めるよう、基本的生活習慣の青少年の心身への影響について養護教諭・栄

養教諭等を中心として実践的な調査研究を進めるとともに、運動科学や発育発達学等

の知見も取り入れつつ、家庭で取り組める子どもの体力向上プログラムの開発等を行

い、その結果を広く提供して家庭での取組や自治体・事業主及び地域での子育て支援

をより一層促すことが必要である。 

また、自治体や企業等においては、他の自治体や企業等の好事例も踏まえつつ、保

護者のニーズに合った子育て家庭支援策を進めていただくことを期待したい。 

家庭においては、各種の子育て支援策を活用しつつ、子どもの意欲の基盤の育成に

全力を注いでいただきたい。 

なお、家庭教育への支援を推進していくに当たっては、行政や関係機関が学習や相

談の機会を提供し、保護者の利用を待つのみではなく、乳幼児を抱え、家庭外に出て

行きづらい保護者や地域で孤立している保護者などの存在にも十分留意し、行政や支

援団体の方から自ら出向いたり、地域のネットワークを指導し地域全体で家庭教育を

支援するなどきめ細かい対応を行っていくことも重要である。 

 

◎ 家庭での基盤づくりを進める国民運動を展開し、地域での取り組みを支援する 

これまで、文部科学省では、「子どもは社会の宝、国の宝」との考え方に基づき、『子

どもと話そう全国キャンペーン』の展開などを通じて社会全体で子どもを育てる機運

の醸成に努めてきた。また、『子どもの体力向上キャンペーン』を通じて、子どもが日
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常生活の中で主体的に運動・スポーツに親しむ態度や習慣を身に付けていくことの重

要性を啓発してきた。 

さらに、平成１８年には「早寝早起き朝ごはん全国協議会」が民間主導で設立され、

子どもの望ましい基本的生活習慣を育成し、生活リズムを向上させるための全国的な

普及啓発活動が始まっており、これに呼応して、子どもの生活リズム向上のための取

組が各地域で進められている。 

 

今後とも国において、これらの全国的な啓発活動をさらに国民全体での運動として

推し進めるため、「早寝早起き朝ごはん」のように国民に強く訴えるスローガンを定め

たり、各家庭における「我が家のしつけ三原則」づくりを促す等の取組を展開し、家

庭での基盤作りとそのための支援への社会的機運を醸成するとともに、これまでに家

庭教育の支援に取り組んできた学校・地域や企業のノウハウ等を全国へ普及し、その

支援を図るべきである。また、これらの取組を通じて、すべての家庭で子どもの意欲

の基盤づくりが進められ、学校・地域・企業等が連携・協力して家庭での意欲の基盤

づくりを支える方策の充実が図られることを期待したい。 
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２．すべての青少年の生活に体験活動を根づかせ、体験を通じた試行錯誤や切磋琢磨

を見守り支えよう 

 

 

 視点 ○多様な体験活動の機会を提供し、体験活動をすべての青少年の生活に根づか

せる 

     ○体験を通じた青少年の試行錯誤や切磋琢磨を大人が見守り支援する 

 

 方策 ◎青少年の生活圏内に多様な体験を提供する場や機会をつくる 

◎青少年教育施設等を中核として、教育効果の高い体験活動を計画的に提供する 

 

 

重視すべき視点 

【多様な体験活動の機会を提供し、体験活動をすべての青少年の生活に根づかせる】 

○ これまで述べてきたとおり、青少年が学ぶことの価値を実感し、社会的に評価され

る意欲の対象や行動の手段・方法を学ぶためには、体得すること、すなわち体験を通

じて理解し自らのものとして定着させることが必要である。 

また、基礎的な体力は意欲の形成に不可欠であることや、自然体験は社会性を育成

し、仲間と交流する体験は自己を客観的に見る力を培うとともに社会性を培う集団活

動への意欲を高め、いずれも青少年が自立への意欲を持ち行動するために必要な資質

能力を育成することがこれまでの知見から明らかになっている。 

 

○ このように、青少年の自立への意欲を高めるためには、運動・スポーツや自然体験

活動、仲間と交流する活動等の多様な体験が必要不可欠である。しかし、現代の青少

年はこれらの体験が少ない生活を送っており、日常生活の中で自らの力で多様な体験

活動に取り組み、自立への意欲を高めることを期待するのは大変難しい状況にある。 

 

○ このため、運動・スポーツや自然体験活動、仲間と交流する活動をはじめとした多

様な活動を青少年が体験できるよう、その機会を組織的・計画的に提供して、体験活

動を通じた学習習慣を青少年の生活に根づかせることが必要である。 

 

【体験を通じた青少年の試行錯誤や切磋琢磨を大人が見守り支援する】 

○ 青少年が自立に向けて意欲を高め行動に当たっての手段・方法を身に付けるために

は、机上の学習だけでは十分でなく、経験によって得られる技能や体感などの生きた

知識、すなわち経験知（暗黙知）を体得することが欠かせない。経験知とは、失敗や
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苦労を重ねつつそれを乗り越え、挑戦を繰り返す中で体得できるものであり、また、

このような試行錯誤を通じて、青少年は「自分にもできたのだ、がんばればできるの

だ」と自らの成長を実感するとともに、判断力や選択能力等を培い主体性を育むこと

ができる。 

このため、青少年の成長過程にあっては、効率を追求して間違いや失敗のない必要

最小限の経験を大人が選んで青少年に体験させることが必ずしも最善とはいえず、青

少年自身が多様な体験を通じて試行錯誤する中で成長実感を得るとともにつまずきを

乗り越える自信と力量を養い、経験知を獲得し、主体性を育むことが必要である。 

 

○ また、仲間とともに行う活動では、対面コミュニケーションを通じて対人関係能力

を培うことができるだけでなく、「友達には負けないようがんばるぞ」と良きライバル

として互いを高めあったり、「一緒にがんばろう」と協力して知恵を出し合ったり、励

まされ慰められたりすることなどを通じて、一人きりでの体験では味わえない多くの

物事を学ぶことができる。また、体験に踏み出すことを躊躇しているときにも、体験

に踏み出した仲間の姿を見たり仲間に背中を押されたりすることによって、結果をお

それずに挑戦することができ、その結果、挑戦できた自信を得て新たな意欲を持てる

こともある。 

例えばスポーツは、体力を培うのみならず、同一のルールの下で仲間が互いに競う

ことを通じて、互いの能力を最大限に発揮してこれを伸ばすとともに、ルールを大切

にして他人に対する思いやる気持ちを持つというフェアプレイの精神を培う活動であ

り、青少年期には、このような仲間と切磋琢磨できる体験活動が欠かせない。 

 

○ このように、試行錯誤や切磋琢磨ができる体験は、経験知を体得し主体性を育む機

会と成長実感を青少年に与え、新たな意欲を喚起し、青少年の自立への意欲を高め行

動を促すという高い教育効果をもたらす。このため、大人側には、青少年の体験を通

じた試行錯誤や切磋琢磨を見守り支える許容力と忍耐力が求められる。 

 

方策 

◎ 青少年の生活圏内に多様な体験を提供する場や機会をつくる 

 これまで、文部科学省では、放課後や週末等における青少年の様々な体験活動や地

域住民等との交流活動などを進めるため、学校等に安全・安心して活動できる子ども

の居場所を設ける「地域子ども教室」や、地域のスポーツ施設等を拠点として楽しみ

ながらスポーツ活動を行う「総合型地域スポーツクラブ」といった活動拠点づくりを、

地域のニーズ等を踏まえて積極的に進めるよう促してきた。 

  この他、子どもたちが優れた芸術文化や歴史的な文化の所産に触れる文化活動に参
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加できるよう、学校や公立文化会館等で本物の舞台芸術に触れる機会の確保、学校の

文化活動の推進、文化体験プログラム、学校や文化施設等で伝統文化に関する活動を

計画的、継続的に体験・修得できる「伝統文化こども教室」などの取組を行っている。 

 また、平成１３年７月に学校教育法が改正され、学校においても社会奉仕体験活動

や自然体験活動等の体験活動の充実に努めることとされたことを受け、各学校におい

て、発達段階に応じて様々な体験を通じた学習が行われている。 

 さらに、平成１３年４月に創設された「子どもゆめ基金」を通じて、地域の草の根

団体が行う子どもを対象とした様々な体験活動や読書活動に対して助成が行われてお

り、子どもに多様な体験活動を提供する動きが全国各地に広がっている。 

 

青少年の生活に体験活動を根づかせるためには、青少年の生活圏内に多様な体験活

動を提供する場や機会が幅広く用意されることが必要である。このため、国や自治体

等において引き続き上記のような青少年の活動拠点づくりを積極的に進めるとともに、

各拠点での活動が地域に根づくよう、必要な支援を行うべきである。 

特に、安全・安心して活動できる子どもの居場所づくりに対応した取り組みについ

ては、厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」と一体化あるいは連携した「放課後

子どもプラン」の創設に向けて、その具体的内容が検討されており、同プランの効率

的かつ円滑な実施が期待される。また、「総合型地域スポーツクラブ」は、青少年に対

して身近な地域でスポーツに親しむ機会を広く提供できるものであることから、すべ

ての青少年がその機会を得られるよう全国の各市町村において少なくとも一つのクラ

ブ創設が目指されるとともに、各クラブの活動が地域の青少年の実態等に応じてより

一層充実されることを強く期待したい。加えて、青少年がよりスポーツに親しむため

には、発達段階や性別の違いなどに応じて多様な指導ができるスポーツ指導者の存在

が不可欠である。自治体やスポーツ団体等が中心となって指導者養成、資質の向上に

も取り組むことを期待したい。 

学校においては、学校教育の機能を生かして計画的・体系的に体験活動を推進し、

児童生徒の生活に体験を通じた学習を根づかせるよう努めるべきである。特に、児童

生徒の運動に親しむ資質や能力の育成に当たっては、児童生徒が体を動かすことを楽

しみ、スポーツや体力の向上に自ら積極的に取り組むようになることに留意しつつ、

始業前や休み時間に体を動かす場や機会を確保するなど、体育の授業だけでなく学校

教育活動全体を通じた工夫が期待される。 

 

また、各地域において様々な青少年団体が活躍しており、青少年に様々な体験活動

の機会を提供するとともに、地域での異年齢交流や異世代交流の機会を提供し、青少

年がこれらの活動を通じて地域に愛着を感じ地域社会へ参画・貢献する意欲を高める
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よう支援している。 

多様な人々との交流が自己を客観視できる力や社会性を培うことから、より多くの

青少年が地域の青少年団体に参加するなどして多様な交流体験を積むことも大切であ

る。このため、青少年団体については、より多くの青少年が団体での活動を通じた成

長の機会が得られるよう、青少年の参加を促し青少年の現代的課題に対応した魅力あ

る活動を提供するなど、各団体の活動の充実が望まれる。 

 

家庭においては、地域で行われている体験活動の情報を学校や「子どもセンター」

等を通じて積極的に入手し、特に週末や夏休み等に子どもが多様な体験活動に継続し

て参加できるよう、子どもと一緒に計画を立てることなどを通じて子どもの体験活動

への参加を促すとともに、子どもの挑戦や体験の成果を積極的に評価し、愛情を持っ

て励まし、体験を通じた心と体の成長を図っていただきたい。 

 

◎ 青少年教育施設等を中核として、教育効果の高い体験活動を計画的に提供する 

集団で行う自然体験活動には学習等への意欲や道徳観・正義感を高め、積極性や協

調性、判断能力を育む効果が高いことが明らかとなっている。しかし、自然体験活動

は変化の予測が難しい自然を題材として行うため、活動を企画し指導する者に教育者

としての専門性に加え、安全管理等の専門性も要求されることもあり、自然体験活動

の重要性は広く認識されているにもかかわらず、青少年の自然の中での活動は年々減

少している。特に、学校や青少年教育施設、青少年団体の活動を通じた経験に比べ、

家族や友人と自主的に行う活動を通じた経験の減少が著しい。青少年に教育効果の高

い自然体験活動を経験させるには、学校や青少年教育施設、青少年団体による活動の

提供の充実をより一層図り、青少年にそれらへの積極的な参加を促す必要がある。 

 

国公立の青年の家や少年自然の家等の青少年教育施設は、これまで青少年に集団で

行う体験活動を提供する地域の中核的な施設として、学校等の関係機関と連携して体

験活動プログラムを開発して提供し、指導者の育成を行っている。また、自然体験活

動の提供や指導者養成を目的とする民間団体も多数存在し、国公立施設や学校等とも

連携・協力しつつ、青少年に様々な自然体験活動を提供している。 

しかし公立施設においては、近年、自治体の財政状況悪化等の理由により指導者数

や事業数が削減されたり、施設の統廃合が進められたりしている例がみられる。また、

指定管理者制度の導入に当たって、これまで施設が蓄積してきた指導ノウハウやプロ

グラムをいかに円滑に管理者に引き継ぎ、施設における教育効果の高い体験活動の提

供を維持するかが課題であるとの指摘もある。 
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国立の青少年教育施設については、これまで独立行政法人国立オリンピック記念青

少年総合センター、独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家が

青少年に宿泊を伴う体験活動の提供等を行ってきたが、青少年期全体を見渡して青少

年をめぐる諸課題に総合的・実践的に対応するため、平成１８年４月に３法人が発展

的に統合し、独立行政法人国立青少年教育振興機構が発足した。今後は、独立行政法

人国立青少年教育振興機構が青少年教育のナショナルセンターとしての機能を果たし、

公立施設等の事業の質や指導者の専門性を高めるよう、これまで以上にモデルとなる

体験活動プログラムの開発や指導者育成事業に力を注ぐことが強く期待される。 

また、公立施設においては、地域の保護者等に青少年が体験活動を行うことの重要

性を強く訴えるとともに、国立施設や民間施設・団体等とも連携・協力し、地域の青

少年の実態や学校等のニーズを的確にとらえた体験活動プログラムの開発と提供に努

めることが期待される。 

特に指導者の専門性が要求される自然体験活動については、国公立や民間の青少年

施設・団体等が連携・協力して、これまでの自然体験活動の効果等に関する知見も踏

まえ、青少年の発達段階に応じた教育効果の高い体験活動として、例えば幼児を対象

とした五感を存分に使い自然とふれあう体験活動や、小中学生を対象とした主体性を

育む長期の自然体験活動、高校生・大学生等を対象とした自然体験活動のリーダー養

成など、サマーキャンプ等の諸外国の事例も参考としながら、青少年の意欲を育み生

活に根づくような自然体験活動プログラムの開発を進め、その普及を図るべきである。 
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３．青少年が社会との関係の中で自己実現を図れるよう、地域の大人が導こう 

 

 

 視点 ○社会との関係への興味・関心を育て、社会との関係の中での自己実現を導く 

     ○「第三の大人」として地域の大人が青少年に関わっていくという価値観を醸成する 

 

 方策 ◎社会との関係の中で自己実現を図った大人の生き方から学ぶ機会を提供する 

◎青少年の努力や社会貢献を積極的に評価する 

◎地域の大人が地域の青少年の成長に継続して関わることのできる場や機会を広

げ、その連携を進める 

 

    

重視すべき視点 

【社会との関係への興味・関心を育て、社会との関係の中での自己実現へ導く】 

○ 人間は生来、好奇心のかたまりである。幼児は接する外界の一つひとつに対して「な

に？」「なぜ？」と疑問を発し、知ること、発見することを積み重ねて成長していく。 

この好奇心はあらゆる方向に向けられるが、ある対象に焦点が定められ、その対象

と自己との関係を見つめることを通じて、例えばその対象に近づくために何かをした

いという意欲が生まれる。 

すなわち、生来の好奇心は、対象と自己との関係性を見つめることを通じて、意欲

へと「育てられる」のである。 

 

○ 青少年の成長とは、自己の素質や能力などを発展させてより完全な自己を実現して

いく、すなわち自己実現を目指していくことであるが、自己実現の方向性については

個人の好奇心の赴く方向に全て委ねてしまうことは適当ではない。青少年が社会的な

自立を果たすためには、社会的期待と自己の現状との関係をとらえ、自己実現の方向

を社会に受容される範囲で適切に設定することが必要である。 

 

○ このため、青少年期にあっては、まず好奇心を持つこと自体を大切にするとともに、

その好奇心を他者や社会と自己との関係への興味・関心に発展させ、社会との関係の

中での自己実現を図り社会的自立を目指す意欲に結実させていくことが必要である。 

 

○ その際、青少年が自立に向けて自分を高めるために努力を重ねたときや、地域の大

人や実社会と関わり社会貢献をした機会等をとらえて、そうした青少年の意欲を積極

的に評価することが、青少年の意欲を社会的自立に導くために大変重要である。 
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【「第三の大人」として地域の大人が青少年に関わっていくという価値観を醸成する】 

○ 青少年は、地域社会と関わる体験を通じて、人間は一人で完結して生きていくこと

はできず、社会の中で相互依存により共生する存在であることを実感できる機会を得

ることができる。こうした体験は、青少年の自立への意欲を高めるに当たって極めて

重要である。 

 

○ また、地域における多様な年齢層の人々との交流は、家庭内における家族との人間

関係や学校での教師、友達との関係では必ずしも十分には得られない、社会における

社会規範や対人スキル等について体得する機会を青少年に提供する貴重な機会でもあ

る。 

これらの社会規範や対人スキル等は、青少年が社会に評価される意欲を持ち社会に

受容される行動を選択するために、必要な資質であり手段である。 

 

○ このため、青少年育成は家庭でのしつけや学校教育の問題だととらえるのではなく、

社会全体で「社会の子」として青少年の自立への意欲を育てるという考え方に立って、

青少年にとって保護者、教職員に次ぐ「第三の大人」として地域の大人が青少年に積

極的に、そして徹底的に関わっていくという価値観を社会全体で共有すべきであると

考える。 

 

方策 

◎ 社会との関係の中で自己実現を図った大人の生き方から学ぶ機会を提供する 

これまで学校においては、児童生徒の職業観や勤労観を培うため、地域の大人を招

いて職業についての話や勤労観、人生観等について聞く機会を設けたり、地域に出向

いた職業体験活動を通じて大人が実際に働く場面に参画する機会を設けたりしている。

また、教育活動の様々な場面に地域の大人の参画を得ることにより、児童生徒が多様

な大人から社会と自己との関わりについて学ぶ機会を提供している。 

また、文部科学省では、スポーツ選手や芸術家をはじめとしたその道の達人を学校

等の青少年が集まる場に派遣し、社会との関係の中で自己実現を図った達人の生き方

から青少年が刺激を受けて新たな夢や目標への意欲を高めるなど、様々なことを学ぶ

機会を提供している。 

 

青少年が社会との関係の中で自己実現を図るためには、社会を構成する一員として

社会的役割を担うことを通じて自己実現を図った大人の生き方から、そうした志向を

学ぶとともに、自己実現を図りたいという意欲を高め、そのための手段・方法を学ぶ
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ことが極めて重要である。特に、年齢の近い先輩層や地域の大人達からこれらを学ぶ

ことは、彼らが身近なモデルとして青少年に親近感を与え、青少年の意欲を高め行動

の変容を促す効果が高いと考えられる。このため、引き続き国や自治体、学校等は、

青少年に対して、大人の生き方から学ぶ機会を提供するとともに、特に年齢の近い先

輩層や地域の大人達との交流を深められる機会の提供に努めるべきである。また、企

業等に対しても、こうした取組に雇用者を派遣したり、職場体験や雇用者の子どもの

職場見学を実施するなど、青少年と社会を結ぶための積極的な取組を期待したい。 

 

◎ 青少年の努力や社会貢献を積極的に評価する 

青少年の学校教育や部活動における活動に対しては、努力の結果としての成績や順

位の評価が従来から行われており、また、学校においては、児童生徒のよい点や進歩

の状況を積極的に評価し、学習意欲の向上を図ることを目指した教育活動が展開され

ている。 

しかし、例えば青少年が学校外での社会貢献活動等に積極的に参画しても、これが

社会から評価される機会が多いとは必ずしもいえず、青少年が積極的に評価される機

会は学校等の一部に限定されていることは否めない。青少年の努力や社会貢献を社会

が評価することは、社会的期待や社会の許容範囲を青少年が体得するために極めて重

要であり、また、青少年の社会参画への意欲を喚起することにもつながるものである。 

 

各自治体においては近年、いわゆる「子ほめ条例」（児童生徒表彰に関する条例）の

制定等を通じて、地域の大人が地域の青少年の長所や優れた個性、努力、思いやりや

善き行い等を積極的に認めて、地域ぐるみで青少年の社会性の育成や自立の支援を図

る取組が進められている。また、青少年団体の中には、課題の達成や技能の修得、社

会貢献や団体内での責任分担に応じてこれらを評価し認定する制度を設け、青少年の

努力を喚起しているものもある。 

今後とも、国において、社会全体で青少年の努力や社会貢献を積極的に評価する機

運の醸成を図るとともに、自治体や各種団体におけるこうした取組を広く紹介し、こ

れらの普及を促すことが必要である。また、家庭・学校・地域が連携して青少年の努

力や社会貢献を積極的に評価し、青少年のさらなる努力や社会貢献への意欲を高め、

社会性を培うことが望まれる。 

 

◎ 地域の大人が地域の青少年の成長に継続して関わることのできる場や機会を広げ、その

連携を進める 

これまで、２．で述べたように官民挙げて青少年が地域で多様な体験活動を行える

拠点づくりを進めているが、今後は、より多くの大人がこうした拠点での活動に参加
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できるよう促すとともに、様々な分野で青少年の成長に関わっている大人達が連携を

深め、各自の活動の充実を図ることが必要である。 

より多くの大人の参加を促すためには、例えば、青少年の身近なモデルとなる大学

生等がリーダーとなって行う体験活動や、定年後の社会貢献活動として高齢者が企

画・実施する青少年への体験活動など、青少年が多様な年齢層と交流できるような活

動に対して、国や自治体等がより積極的に支援することが考えられる。 

また、様々な分野で青少年の成長に携わる大人が連携を深めるには、例えば、総合

型地域スポーツクラブと学校における体育の授業や運動部活動が連携を図ること等を

通じて、総合型地域スポーツクラブに参画する大人が地域の青少年の成長により一層

深く関わることが考えられる。また、様々な種類の自然体験活動を提供している各種

団体等が地域で学校、行政機関も交えたネットワークを構築し、個々の団体の活動の

一層の充実を図るとともに、地域の多様な大人が一体感を持って地域の青少年の成長

を支援する体制を整えることが考えられる。 
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４．青少年一人ひとりに寄り添い、その成長を支援しよう 

 

 

 視点 ○ガイダンスの発想に立ち、青少年一人ひとりの成長を支援する 

 

 方策 ◎国民一人ひとりがガイダンスの発想に立って青少年を支援できるよう、意識の涵

養と指導力育成に努める 

◎学校における教育相談体制の整備や関係機関が連携したサポート体制の充実

などにより、一人ひとりの成長をきめ細やかに支援する 

 

 

重視すべき視点 

【ガイダンスの発想に立ち、青少年一人ひとりの成長を支援する】 

○ 青少年の生活実態は多様であり、意欲をめぐる様相や抱える課題は一人ひとり異な

っている。課題を抱えている青少年についても、その解決に向けて誰に相談し、ある

いはどのように解決したらよいか分からず、大人に助けを求めることを躊躇している

状態や、青少年自身が自らの状況を客観的につかめないために、意欲の方向や行動の

在り様について悩み、つまずいていていると自己認識できず、立ちすくんでいる状態

など、様々な状態が考えられる。 

このような青少年の多様な課題や状態に適切に対応するためには、我々大人側に、

青少年一人ひとりの考えや気持ちに寄り添い、青少年自身の主体性を尊重しつつ自立

に向かっての意欲と行動に導くといった、ガイダンスという発想に立って青少年の成

長を支援することが大切であるという認識を持つことが必要である。 

 

○ その際、これまでの我々大人の青少年への関わり方において、問題行動など外面に

現れる事象への対応に傾注しがちであったかもしれないと省みた上で、青少年一人ひ

とりの状況を見つめ直すことが大切である。 

  一見、問題行動もなく従順でおとなしくみえる青少年も、保護者、教員や周囲の大

人が「期待する青少年像」を必死に演じているだけであり、演じている像と自らの実

像とのギャップに悩み、心に課題を抱えつつもそれらを外面に現すことにより大人の

期待を裏切ってしまうのではないかとおそれ、相談できずに苦しんでいるのかもしれ

ない。そのような青少年は、見過ごしてしまいがちな小さなものであるかもしれない

が、大人に助けを求める何らかのサインを出しているものである。 

  我々大人は、青少年の成長に期待するあまりに、青少年の実像を見つめることなく

無意識に否定してしまっていないかを省みる必要がある。また、青少年が悩みもがい
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ていることを示す小さなサインを見逃さない目を養い、青少年のありのままの姿を認

め、その姿に寄り添って課題の解決に向かってともに歩みを進める覚悟を持つことが

求められる。 

 

方策 

◎ 国民一人ひとりがガイダンスの発想に立って青少年を支援できるよう、意識の涵養と指導

力育成に努める 

青少年は、生活の中で様々な経験を通じて、自立した社会人の基礎となる体力、社

会性や判断力、向上心や耐性等を身に付けていくが、青少年一人ひとりの成育歴、状

態や置かれている環境、抱えている課題等がその時々により様々であるため、例えば

青少年達が集団体験として同じ活動を行っても、その活動を通じて学ぶものは青少年

によって様々である。 

このため、青少年の多様な状態や課題に対応し、その自立への意欲を高めるために

は、青少年一人ひとりの状態や課題に応じてその成長を支援するガイダンスという発

想に立ち、その時々の経験からその時点で青少年が抱える課題の解決に向けた学習が

できるよう適切に指導するとともに、その過程全体にわたって青少年と向き合い、課

題を解決し自立に至るまで根気よく支援することが必要である。 

特に、自立に向かって何をすべきか自己分析できていなかったり、社会との関わり

を持てないなどの課題を抱えている青少年に対しては、一人ひとりの葛藤や挑戦に寄

り添い、励ましながら導いていく存在として、指導者の力量がより一層問われること

となる。 

 

このため、国においては、まず、ガイダンスの発想に立って青少年一人ひとりへ支

援を行うことが重要であるという認識を、青少年にとって最も身近な指導者である保

護者も含め、青少年の育成に携わる国民一人ひとりに涵養する必要がある。 

また、青少年教育指導者等に対しては、ガイダンスの発想に立った指導能力の向上

が図れるよう、先進的な事例も参考としながら指導能力養成カリキュラムを開発する

などの支援を行う必要がある。 

なお、カリキュラム開発に当たっては、他者からの評価だけに依拠するのではなく、

自分自身を客観的にとらえた上で、自分の可能性を信じこれを伸ばすよう努力するこ

とに価値を置けるような自己評価能力の育成や、従来は青少年の日常生活の中で獲得

できた集団での遊び方や基礎的な対人コミュニケーションスキルなどの対人関係能力

の育成が、青少年が抱える現代的課題に対応するために必要であるとの指摘を踏まえ、

これらの育成を指導する能力の養成に留意すべきである。 

さらに、自治体等において、保護者も含め青少年の育成に携わる指導者等に対して、
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ガイダンスの発想に立った指導能力養成ための学習機会が広く提供されるよう、研修

の実施等の取組が進められることを期待したい。 

 

◎ 学校における教育相談体制の整備や関係機関が連携したサポート体制の充実などにより、

一人ひとりの成長をきめ細やかに支援する 

これまで、国においては、児童生徒の心の問題に対し専門的な観点から助言を行う

スクールカウンセラーや、教員 OB などの地域の人材を活用した「子どもと親の相談員」

の学校への配置などを進め、児童生徒の訴えや内面的な葛藤にきめ細やかに目を向け

るための教育相談体制の充実に取り組んできた。各学校や地域においても、教職員の

ほか保護者、ＰＴＡなど地域の方々、教育委員会や警察等関係機関が連携して、児童

生徒を取り巻く環境や行動について情報を共有するとともに、児童生徒の問題行動等

に対する行動連携が効果的に展開できるよう、ネットワークづくりやサポートチーム

の形成等様々な取組が進められてきたところである。 

 

こうした取組については、問題行動等のきっかけとなった心理的背景をも踏まえた

個々へのきめ細やかな対応や教職員のみならず児童生徒を取り巻く関係者の連携によ

る対応など指導方法の改善や機敏な対応につながるとして、教育の現場から評価を得

ている。しかし、不登校やいじめ、暴力行為等が依然として絶えない中にあっては、

今後も、児童生徒に対する教育相談体制の整備や、課題の解決に向けて家庭・関係機

関と連携したサポート体制の充実を引き続き図っていく必要があるとともに、課題解

決に効果的な取組について調査研究を進めるなど、各地域における創意工夫を凝らし

た取組を更に推進していく必要がある。 

また、平成１６年１２月に犯罪被害者等基本法が成立し、翌年１２月に犯罪被害者

等基本計画が策定されるなど、政府全体として犯罪被害者等に対する支援を拡充する

取組が進められており、この点からも、スクールカウンセラーの配置等による児童生

徒への支援体制整備の一層の推進が必要である。 

 さらに、児童生徒の心の発達過程を踏まえた効果的な教育活動等を実施することが

必要となっていることから、国においては、子どもの情動やこころの発達等に関する

研究を振興し、その科学的成果を教育現場の指導に反映するための取組を進めること

が必要である。 
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５． 情報メディアの急速な普及に伴う課題へ大人の責任として対応しよう 

 

 

 視点 ○情報メディアを通じて社会規範等を学び社会参画を図れるようにする 

○青少年への悪影響を予防する観点から情報メディア環境を見直す 

 

 方策 ◎青少年の健全成長に資するコンテンツづくりを促進する 

◎コンテンツの作成・発信者と受信者がともによりよい情報メディア環境づくりに貢

献できる仕組みを整える 

◎情報メディアを悪用した犯罪等に巻き込まれないよう青少年一人ひとりに届くメッ

セージを送る 

 

 

重視すべき視点 

【情報メディアを通じて社会規範等を学び社会参画を図れるようにする】 

○ 書籍・雑誌や新聞、テレビやインターネットといった情報メディアは日常生活に浸

透しており、これらは青少年が社会状況や社会規範等を知るための貴重な情報源とな

っている。 

また、インターネットや電子メール、携帯電話等が大人だけでなく青少年にも急速

に普及している中で、青少年がこれらを情報の入手手段としてだけでなく、情報の発

信手段や創作・表現の場として、また新しいコミュニケーション手段として使いこな

していることは、情報化社会を生きる青少年が社会と意欲的に関わり成長していくに

当たって大変頼もしいことである。 

 

○ このような情報メディアの青少年への浸透状況に鑑み、情報メディアの発信側にい

る大人に対しては、青少年が社会的に評価される価値観や行動規範等を情報メディア

を通じて学んだり、情報メディアの活用や報道活動等への参画により青少年が社会と

関わる体験や社会参画の機会を得たりすることができるよう支援すること等を通じて、

青少年の健全成長に資する情報メディア環境の整備に向けて不断の努力が求められる。 

 

【青少年への悪影響を予防する観点から情報メディア環境を見直す】 

○ 一方で、青少年と情報メディアとの関わりについては、情報メディアを悪用した犯

罪等に巻き込まれる青少年が増え、情報メディアへの長時間接触と生活習慣の乱れと

の関係が懸念されるとともに、メディア上の暴力表現が青少年の暴力への志向性を高

め暴力に拠る行動様式を身に付けさせる可能性や、情報メディアを利用したバーチャ
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ルコミュニケーションの急速な普及が青少年の脳の発達に重大な影響を及ぼす危険性

が指摘されるなど、青少年の自立への意欲や行動に対する悪影響が懸念されている。 

このため、青少年が情報メディアを活用するに当たっては、青少年の自立への意欲

や行動への悪影響を防ぐ観点から、予防的な対応も含めて適時適切な教育的支援が必

要である。 

 

○ その際、青少年自身の情報活用能力を育成することはもちろん必要であるが、情報

メディア分野の技術開発の進展は著しく、これに伴う変化は大人でさえ予測が難しい

ことに加え、青少年は判断力等が発展途上であることから、情報メディアの影響に対

して青少年自身に自力で全て対処させることが適切とはいえない。 

 このため、保護者や情報発信者、メディア事業者等も含めた大人が社会全体として、

情報メディア環境が青少年の健全成長に資するよう、情報メディアの実態を検証し必

要な改善や実効ある取組を講じることが必要である。 

 また、特に情報メディアを悪用した犯罪やトラブルから青少年を守り、これ以上の

被害者を出さないためにも、青少年一人ひとりに直接届く形での啓発や情報提供を早

急に行う必要がある。 

 

方策 

◎ 青少年の健全成長に資するコンテンツづくりを促進する 

出版業界や放送業界においては、業界団体が策定した倫理綱領等において健全な社

会秩序や公衆道徳を尊重し、青少年の健全育成に貢献するよう配慮すること等を定め、

これに則った各事業者によるコンテンツ作成や販売・放送が行われている。また、社

団法人日本民間放送連盟では、青少年の知識や理解力を高め情操を豊かにする番組を

「青少年に見てもらいたい番組」として各事業者が週３時間以上放送するという取組

が進められている。新聞業界は、ＮＩＥ（教育に新聞を）という取組により、青少年

の社会への関心を高め自ら学び考える力を育成するため、新聞記事を活用した学習を

推進している。 

コンテンツの質的向上に関しては、文部科学省では、教育に利用される映画をはじ

めとした映像作品等について審査を行い、教育上価値が高く、学校教育又は社会教育

に広く利用されることが適当と認められるものを選定して公表している。このほか、

各業界において各種顕彰事業等を実施するなどにより、各事業者における質の高いコ

ンテンツづくりを促す取組が行われている。 

 

このように、各業界において青少年の健全成長に資するコンテンツづくりが進めら

れているが、残念ながらこうした取組が青少年や保護者等に広く知られているとはい
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えない。今後は、青少年や保護者等が良質なコンテンツを活用できるよう、これらの

取組が広く周知されるとともに、青少年の健全成長に資するより良質なコンテンツづ

くりが進められるよう、各業界の一層の取組が強く期待される。 

 

 ◎ コンテンツの作成・発信者と受信者がともによりよい情報メディア環境づくりに貢献できる

仕組みを整える 

放送番組については、放送への視聴者からの苦情・意見に対して、第三者の立場か

ら迅速・的確に対応するための自主的に独立した機関として、ＢＰＯ（放送倫理・番

組向上機構）が設置されている。ＢＰＯには「放送と青少年に関する委員会」が設け

られ、視聴者からの青少年に対する放送のあり方や放送番組への意見をもとに、各事

業者へ意見の伝達と審議を行い、各事業者の対応と審議結果等とを公表している。ま

た、中学生モニター制度を設けたり中学生を対象としたフォーラムを実施するなど、

青少年自身の意見を直接聴く取組も行い、これらの取組を通じて視聴者と事業者を結

ぶ回路の役割を担い、青少年が視聴する番組の向上に努めている。 

 

情報メディアに関わる各種業界において、青少年の健全育成に寄与する観点から

様々な取組が行われているが、そうした取組が真に効果を発揮するためには、コンテ

ンツの受信者である青少年やその保護者等の意見が発信者に確実に届けられ、双方の

コミュニケーションが深まることが不可欠である。このため、放送以外の各業界にお

いても、ＢＰＯのような第三者的な機関の設置等により、情報の発信者側と受信者側

がともによりよいコンテンツづくりに貢献できる体制が整えられるべきである。なお、

ＢＰＯの存在や意見受付制度等についても、残念ながら青少年や保護者等に十分知ら

れているとはいえず十分に活用されているとまではいえないのが現状である。このた

め、青少年の健全育成を目指した放送業界の自律的な取組が効果を発揮するために、

ＢＰＯの存在や意見受付制度についてより一層広く国民に周知されることが必要であ

る。 

また、情報メディアに関わる各種業界と青少年の健全育成のために活動している団

体や関係者、自治体の青少年担当部局、教育委員会や警察等の行政機関等が相互に情

報の共有と連携を深め、共通認識の下にそれぞれの立場を生かしてよりよい情報メデ

ィア環境づくりに貢献できるよう、これら関係者のネットワークを構築し、青少年の

健全育成を妨げるおそれのある情報に係る規制の在り方やその運用改善方策を検討す

るとともに、コンテンツ作成・発信にかかる共通ルールづくりや、作成・発信者側と

受信者側が協同した啓発活動等を実施することが必要である。 

 

◎ 情報メディアを悪用した犯罪等に巻き込まれないよう青少年一人ひとりに届くメッセージを
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送る 

インターネットや電子メール、携帯電話等の青少年への急速な普及により、青少年

が大人の監督や保護を受けることなく、これら情報メディアを悪用した犯罪等の被害

に遭う例が増えている。また、これらのメディアは個人との密着度が高いため、青少

年がこれらを介したトラブルに巻き込まれても保護者や周囲の大人にその状況が見え

づらく、周囲が青少年の状況に気づかずにいる間に、あるいは青少年が周囲に助けを

求めることを躊躇している間に犯罪に巻き込まれてしまう例も少なくない。 

 

これら情報メディア分野の技術進展は著しく、それに伴ってこれらを悪用した犯罪

等の手口も多様化・高度化している。こうした犯罪等から青少年を守るためには、犯

罪等の被害を防ぐために必要な最新の情報をすべての青少年に確実に届ける必要があ

る。 

このため、これら情報メディアを悪用した犯罪等に巻き込まれないための対策や、

情報メディアを安心して安全に利用するための留意点、トラブルに巻き込まれた場合

の相談機関等に関する情報などを、青少年一人ひとりに確実に届く方法で提供するた

めのキャンペーン活動を、国や自治体、学校、情報メディア関係業界や地域社会等が

一体となって早急に実施すべきである。 


